
「平成１４年税制（個人の長期土地譲渡所得に係る最高税率 39％の廃止、一定

の事業用不動産の所有権等の移転登記に係る登録免許税の軽減措置の創設、個

人に対する上場不動産投資証券の譲渡益課税の軽減）」 

 
（所得税・住民税） 

 
・個人の長期土地譲渡所得の内、８，０００万円超の部分に係る重課措置の最

高税率（所得税３０％、住民税９％）を廃止し、４，０００万円超の部分に

ついては、一律所得税２５％、住民税７．５％とした。 

 
（登録免許税） 

 
・新耐震基準等を満たす、地上階数５以上、延べ面積２，０００㎡以上の事業

用の中高層耐火建築物の所有権等の移転登記について税率を軽減。 

 
① 所有権の移転の登記       １，０００分の２５ 
② 地上権又は賃借権の移転の登記  １，０００分の１２．５ 

 
（所得税） 

 
・平成１３年１１月３０日から平成１４年１２月３１日までに購入した上場不

動産証券等（上場株式等）を、平成１７年から１９年の間に譲渡した場合に、

購入額（取得対価の額）が１，０００万円に達するまで譲渡益を非課税とす

る。 

                           


